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08 土木費

04 都市計画費

04 建築指導費

建築指導室
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当初予算
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耐震改修促進計画策定事業

前 年 度

ゆとりある心豊かな米子

災害に強い地域社会づくり

魅力あふれる定住のまちづくり

『暮らし』がいきいき

0

1,1540001,150

2,3042,35200

前 年 度

現計予算当初予算

0

歳出予算事業概要書

県支出金

15 1,1509 4旅費 国庫 02 05 03 020
11 300需用費 住宅・建築物耐震改修等事業費補助
13 2,000委託料

款

項

目

所属課ｺｰﾄﾞ

所属課名

内線番号

大事業

中事業

小事業

細事業

調整結果額
うち復活額

国庫支出金 地方債 その他 一般財源

実

施

計

画

財源内訳

部

章

節

細 節

要求額

各　課

一般財源

財源 細節款 項 目 節
本年度の財源内訳節

金 額 金 額区分
１．事業の概要と必要性

２．根拠法令

３．用地の状況

４．基本計画との関連

５．本年度の計画効果

実施計画計上額

目 的 別

性 質 別

６．財源の説明

針並びに県の耐震改修促進計画を勘案して、①防災上重要な建築物や住宅の耐震診断、
耐震改修の目標、②目標達成のための施策、③地震に対する安全性向上のための啓発等の

（１）事業計画

所得税額の特別控除を受けることができる。
県の補助金が利用できる。又、市民が住宅の耐震改修を行なった場合、一定要件のもとに
　本計画に、耐震診断・耐震改修等の事業計画を定め、補助事業を実施する場合、国及び
２．事業効果
方法を検討し、建築物の耐震化を計画的にかつ重点的に推進するための計画を策定する。

「建築物の耐震改修の促進に関する法律」第５条第７項及び同法に基づく国の基本的な方
１．事業の概要

　　⑤計画策定に係る検討委員会の運営
　　④建築基準法、耐震改修促進法による指導、勧告又は命令等の実施の方法等の検討
　　③建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する検討
　　②耐震診断、耐震改修の促進を図るための施策の検討
　　①耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標設定
　耐震改修促進計画の策定（事業期間：平成１９年度）

建築物の耐震改修の促進に関する法律第５条第７項

１．財源内訳
（１）補助事業名：（国）住宅・建築物耐震改修等事業

　　実施
３．事務事業評価の反映状況
　　鳥取、倉吉、境港の各市においても、平成１９年度中の策定を予定している。

（２）補助率　　：耐震化の計画策定に係る経費（国１／２、市１／２）
２．他市の状況
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